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※

御所山町 0 0 0 0 0 1 -1 －
桜 木 町 0 0 0 0 1 1 0 1 －
戸 部 町 0 0 0 0 0 2 -2 －
戸部本町 1 1 1 0 1 2 1 3 7 7 2 3 14 5 9 280.0%
花 咲 町 0 0 0 0 0 1 -1 0.0%
宮 崎 町 0 0 1 1 1 1 0 1 －
紅葉ヶ丘 0 0 1 1 1 1 2 1 1 200.0%

計 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 5 9 9 3 0 4 18 10 8 180.0%
中　　央 1 0 0 1 1 2 4 4 1 6 2 4 300.0%
西戸部町 0 0 2 2 2 2 2 0 100.0%
西 前 町 0 0 1 1 1 1 0 1 －

計 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 3 0 7 7 0 0 1 9 4 5 225.0%
久 保 町 0 0 1 1 2 2 2 4 3 1 133.0%
浜 松 町 0 0 0 0 1 1 1 0 100.0% 2
東久保町 0 　 0 1 1 1 3 3 1 4 2 2 200.0% 1
藤 棚 町 0 0 3 3 3 1 1 5 1 4 500.0% 1
元久保町 0 0 1 1 1 1 0 1 －

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 9 9 3 0 3 15 7 8 214.3%
赤 門 町 0 0 0 0 0 0 0 －
東 ヶ 丘 0 0 0 0 0 1 -1 －
伊 勢 町 0 0 1 1 1 1 1 0 100.0%
老 松 町 0 0 0 0 0 1 -1 0.0%
霞 ヶ 丘 0 0 1 1 1 1 0 1 -
境 之 谷 0 0 1 1 1 1 2 1 1 200.0%
西戸部町 0 0 0 0 1 1 0 1 -

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 3 1 0 1 5 4 1 125.0%
岡　　野 1 1 0 1 2 2 1 2 8 8 1 1 1 12 5 7 240.0% 1
北　　幸 3 1 3 1 5 0 1 2 4 1 10 9 27 27 2 37 17 20 217.6% 1
高　　島 4 2 1 7 0 3 3 30 7 43 43 4 13 67 86 -19 77.9%
西平沼町 0 0 0 0 2 1 3 2 1 150.0%
平　　沼 1 1 2 2 1 1 3 1 5 7 -2 71.4%
南　　幸 2 9 6 15 2 2 1 11 45 15 76 76 3 12 108 90 18 120.0%

計 5 14 13 2 29 0 0 2 2 2 4 12 3 0 15 86 33 155 157 11 1 29 232 207 25 112.1%

北軽井沢 1 1 1 1 0 1 －
楠　　町 2 2 2 2 2 0 100.0%
浅 間 台 1 1 1 2 2 1 1 200.0%
浅 間 町 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 7 4 3 175.0%
南軽井沢 1 1 2 -1 50.0%
南浅間町 0 1 -1 -
宮 ヶ 谷 1 1 1 1 1 0 100.0%

計 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 3 1 0 0 0 2 8 10 1 0 2 14 11 3 127.3%
みなとみらい
地区

みなとみらい 1 23 8 32 32 4 1 2 39 30 9 130.0% 2

西 区 全 体 7 15 13 2 30 0 0 4 4 5 8 23 4 0 16 114 54 224 228 23 2 42 332 273 59 121.6% 8

前 年 同 期 2 12 20 3 55 0 1 2 3 5 2 22 3 0 10 108 30 180 183 16 1 36 273 2

増 減 5 3 -7 -1 -25 0 -1 2 1 0 6 1 1 0 6 6 24 44 45 7 1 6 59 6
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特殊詐欺撲滅 神奈川県戸部警察署

戸部警察署から緊急のお知らせです！

警察官、金融庁や税務署等の官公庁、金融機関職員
などを装った犯人から、

● あなたの口座が犯罪に使われている

● 保証金を振り込めば逮捕されない

● キャッシュカードを預かります

こんな電話やメッセージはサギです！！

ぼうはんみらいちゃん



特殊詐欺のだましの電話の多くが、国際電話番号
からかかってきています！

● 自宅の電話は、「国際電話不取扱受付センター」

（０１２０－２１０３６４）で無償で防ぐことが可能

● 不審な電話番号には出ない

● 警察からの電話は、担当者を確認し警察署に

折り返しの電話をかける

お金の話が出たらサギだと思って電話を切る！

特殊詐欺撲滅 神奈川県戸部警察署 ぼうはんみらいちゃん
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日赤西区発第〇〇号 

令和７年４月１８日 

 

〇〇〇自治会 会長様 [〇] 

 

日本赤十字社神奈川県支部 

横浜市地区本部西区地区委員会 

委員長 菊地 健次  

 

令和７年度赤十字活動資金（会費）の募集について（依頼） 

 

 時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素より赤十字事業につきましては、深いご理解と温かいご支援をいただき厚くお礼申し

上げます。 

 さて、日本赤十字社では、国際救援活動・災害救援活動及び社会福祉事業等、人道と博愛

の精神をもって活動を行っております。これらの事業資金は、事業に協賛する会員の会費と

団体等からお寄せいただく「寄付金」によってまかなわれております。 

 つきましては、赤十字活動資金（会費）の募集にご協力下さいますようお願い申しあげます。 

なお、別添のとおり、資料を同封させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

１ 目安額  ￥000,0000.― 

      令和６年４月時点の世帯数の 90％に世帯あたり 160 円をかけた数字です。 

 

２ 実施時期  例年５～７月に実施していただいておりますが、熱中症予防や感染症拡大防止の

観点から無理のない時期に行っていただきますようお願いいたします。 

       ※12 月末までを目途に納入くださいますようお願いいたします。 

 

３ 納入方法 

 （１）振込：手数料免除となりますので同封の払込取扱票での振込にご協力ください 

      指定の払込取扱票以外で手続きされた場合、手数料は払込人負担となります

のでご了承ください。 
＊｢本人確認法｣に基づき、１０万円を超える現金での振込を行う際に郵便局の窓

口にて運転免許証や健康保険証等の本人確認書類や自治会町内会の会則等の
提示が求められることがあります。お手数ですがご協力をお願いいたします。 

 

 （２）窓口：事務局（西区社会福祉協議会内） 

       月～金曜日 ９時～１７時 ※祝日を除く 

 

４ 同封 

（１）本年度事業計画 １部 （２）日赤冊子 １冊 （３）ポスター ○枚 

（４）チラシ ○枚 （５）受領証 ○冊 （６）会費封筒 ○枚 

（７）払込取扱票 ○枚 

 

問い合せ先 担当：冨村・福澄（西区社会福祉協議会） 

                西区高島２－７－１ ファーストプレイス横浜３階 

                                電話 ４５０－５００５  FAX ４５１－３１３１ 
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第５期にこまちプラン「地区別計画」の策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標準的なスケジュール 

令和７年度 上半期 第５期地区別計画の内容を検討 

※令和６年度に行った第４期計画の振り返りや、区全体計画

のポイントを踏まえ、検討していきます。 

※地区懇談会や地区連合定例会、地区社協定例会など 

検討の場は各地区にあったかたち進めていきます。 

下半期 各地区パンフレットのデザインを検討・校正 

令和８年 

２月 21 日（土） 

令和７年度「にこまちフォーラム」で発表 

令和８年度 ４月～ 第５期地区別計画の開始（令和８年度～令和 12 年度） 

 

 

【参考】添付資料 

 「第４期計画の振り返りを踏まえた第５期計画におけるポイントについて」（区全体計画骨子） 

 

 

 令和８年度から始まる、第５期にこまちプラン「地区別計画」の策定を開始いた

します。ご協力よろしくお願いいたします。 

 地区懇談会など各地区に合わせたかたちで、ご相談しながら進めてまいります。

また、策定にあたっては、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザによる地

区支援チームがしっかりサポートさせていただきます。 

 概ね、今年度の上半期で内容の検討を行い、下半期でパンフレットのデザインを

検討し、令和８年２月の「にこまちフォーラム」で発表いただく予定です。 

担 当：西区福祉保健課 桑原、櫻井 

電 話：045-320-8437 / FAX：045-324-3703 

E-mail：ni-nikomachi＠city.yokohama.lg.jp 

区連会４月定例会資料 

令和７年４月 18 日 

福 祉 保 健 課 
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第４期計画の振り返りを踏まえた第５期計画におけるポイントについて

第４期計画の振り返り 第５期計画における重要な論点／対応する取組・視点 ５つの目標
第１期計画から一貫

社会情勢 ：地震災害、豪雨災害の頻発

区民アンケート：災害への危機感の上昇
防犯への危機感の上昇

団体ヒアリング：障害者視点の災害対策が足りない

推進評価委員会：災害時に向けた日頃からの関係づくり
が重要

論点１：防災・減災の取組と災害時に活きる「顔の見える関係づくり」の推進

▶ 未曾有の自然災害に備えた防災・減災の取組

▶ 若い世代を含めた防災に関する意識の向上

▶ 災害時要援護者を含めた、災害時に活きる「顔の見える関係づくり」

▶ 安全・安心なまちを目指す防犯対策

目標①
安全が確保され、
安心なまち

社会情勢 ：こどもまんなか社会、少子化の進行

区民アンケート：こども・子育て世代の関わり減少

団体ヒアリング：こども・若者・子育て世代の居場所づくり

推進評価委員会：地域と学校とのつながりづくりに課題
地域と子育て世代の関係が希薄化

論点２：こどもや若者の声を反映した地域づくり

▶ こどもや若者の声を反映した政策形成・地域づくり

▶ 家庭・地域・学校・行政がつながり、社会全体でこどもを育む環境づくり

▶ こどもや若者が活躍できる機会づくり

▶ こどもや子育て世代を支える、地域の中の居場所・環境づくり

目標⑤
子どもが健やかに
成長できるまち

区民アンケート：障害者と接する気持ちの低下
障害・認知症の理解が現状維持

第５期市計画 ：外国人、性的少数者等の多様性理解

団体ヒアリング：誰もが活躍できる居場所づくりが重要

推進評価委員会：こどもの頃からの障害啓発や、
当事者の声を聞く機会づくりが必要

論点３：地域共生社会の実現と包括的な支援体制の構築

（インクルーシブな地域の実現）

▶ 高齢者や障害者など誰もが安心して暮らせる地域づくり

▶ 認知症や障害などの理解促進と外国人や性的少数者など多様性の尊重

▶ 誰もが自分らしさを生かして活躍する社会参加を促進する地域づくり

▶ 犯罪や非行からの立ち直り支援と未然に防ぐ地域づくり

▶ 地域共生社会と包括的な支援体制の構築

目標③
一人ひとりの個性を
認めあい、みんなが
共存するまち

社会情勢 ：新型コロナの蔓延、デジタル化の推進

区民アンケート：地域のつながりの希薄化が進行
地域で交流する機会の減少

団体ヒアリング：担い手を育む工夫が必要

推進評価委員会：地域活動と行政・関係団体の連携強化
新たな担い手の発掘と活動の活性化が必要

論点４：持続可能な地域づくりに向けた「地域連携」の充実

▶ 自治会町内会をはじめとする地域のあらゆる担い手の連携促進

▶ 持続可能な地域づくりに向けた地域活動の支援

▶ 新たな担い手づくり

▶ 大学や企業など、多様な主体との連携・協働

▶ 地域の中の見守り活動の継続と気軽に立ち寄れる身近な居場所づくり

目標④
地域全体がつながり
を持つまち

区民アンケート：健康感、健康意識の向上

団体ヒアリング：健康づくりの取組を通じて、役割をもつ
かたちでの社会参加

※その他、区民アンケートや推進評価委員会等を踏まえた重要な論点その１

▶ 健康づくりの更なる推進

▶ 健康づくりをきっかけとしたつながりづくりや居場所づくり

目標②
活気にあふれ、健康
なまち

区民アンケート：区民の約９割の方がスマートフォンを持っ
ている

推進評価委員会：必要な情報が行き届いていない
にこまちプラン（にこまちの歌を含め）
の認知度が低い

※その他、区民アンケートや推進評価委員会等を踏まえた重要な論点その２

▶ デジタルの積極的な活用と世代や対象者に合わせた情報発信

▶ 情報を届けることで生まれる新たなつながりづくり

▶ にこまちプランや区政運営方針などを区民の皆様と共有し、西区に関係

するすべての皆様で計画を推進

方向性③
あらゆる世代や生活
形態にあわせて情報
が行き届く取組の拡
充

参考



基 本 理 念

３つの方向性５つの基本目標

第５期計画骨子のポイント

目標２ 活気にあふれ、健康なまち

▶ 健康づくりの更なる推進

▶ 健康づくりをきっかけとしたつながりづくりや居場所づくり

目標３ 一人ひとりの個性を認めあい、みんなが共存するまち

▶ 高齢者や障害者など誰もが安心して暮らせる地域づくり

▶ 認知症や障害などの理解促進と外国人や性的少数者など多様性の尊重

▶ 誰もが自分らしさを生かして活躍する社会参加を促進する地域づくり

▶ 犯罪や非行からの立ち直り支援と未然に防ぐ地域づくり

▶ 地域共生社会と包括的な支援体制の構築

目標４ 地域全体がつながりを持つまち

▶ 自治会町内会をはじめとする地域のあらゆる担い手の連携促進

▶ 持続可能な地域づくりに向けた地域活動の支援

▶ 新たな担い手づくり

▶ 大学や企業など、多様な主体との連携・協働

▶ 地域の中の見守り活動の継続と気軽に立ち寄れる身近な居場所づくり

目標５ 子どもが健やかに成長できるまち

▶ こどもや若者の声を反映した政策形成・地域づくり

▶ 家庭・地域・学校・行政がつながり、社会全体でこどもを育む環境づくり

▶ こどもや若者が活躍できる機会づくり

▶ こどもや子育て世代を支える、地域の中の居場所・環境づくり

目標１ 安全が確保され、安心なまち

▶ 未曾有の自然災害に備えた防災・減災の取組

▶ 若い世代を含めた防災に関する意識の向上

▶ 災害時要援護者を含めた、災害時に活きる「顔の見える関係づくり」

▶ 安全・安心なまちを目指す防犯対策
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西区に住む私たちは、住み慣れたまちで誰もがにこやかに、しあわせに、いきいきとくらし続けることを目指します。
そのために、自分たちでできることは自分たちで行い、人がつながり、みんながともに支えあうまちをつくります。

※各目標の項目は第５期の重要ポイントであり、このほかにも第４期計画からこれまでどおり継続すべきものなどを追加し、骨子とします。
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自治会町内会館整備について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  令和８年度に自治会町内会館の新築・増築・耐震補強工事・修繕（いずれも補助対象経費

100 万円以上）を行うご意向がある自治会町内会より、令和８年度予算編成に向けた事前申

出を募集します。なお、予算には上限がありますので、予算の範囲内で対象となる自治会町

内会を決定する予定です。 

※公園集会所の整備を予定している団体についても同様の申出をお願いします。 
  

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で単位会長の皆様に情報提供をお願いします。 

 ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

（地区連合町内会館も対象となります） 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供の上、ご検討ください。 

      ご意向がある場合、区役所に必要書類をご提出してください。 

 

３ 制度について 

 （１）制度概要 

別添のパンフレット『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』をご参照く

ださい。制度の詳細は、横浜市ホームページにも掲載しております。以下の二次元バー

コードよりアクセスください。 

 

 

 （２）整備の種類、補助率、補助限度額 

整備の種類 補助率 補助限度額 

新築・購入 2 分の 1 125,000 円/㎡ かつ 1,500 万円 

 

特殊基礎 

工事費 
2 分の 1 300 万円 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ  

設置工事費 
2 分の 1 300 万円 

増築 2 分の 1 630 万円 

耐震補強工事 2 分の 1 380 万円 

修繕 2 分の 1 250 万円 

市 連 会 ４ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ７ 年 ４ 月 1 0 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 

裏面あり 

01111277
テキストボックス
議題14



４ 今後のスケジュール 

・区役所へのお申し出及び書類提出の締切は、令和７年７月７日（月）です。 
必要な書類等については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 
（内容を審査した上、予算編成の際、基礎データとします） 

・令和８年度の予算が確定し、補助申請を受け付ける自治会町内会が決定されるのは、 
令和８年３月末頃の予定です。 

 
５ 事前申出の提出 

【申込方法】各区役所地域振興課へ必要書類を提出 

      必要書類については、区役所地域振興課へお問い合わせください。 

  【申込期限】令和７年７月７日（月） 

 

６ その他 

(1)風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった場合には、事前申出の有無に関わ

らず、各区役所地域振興課へご相談ください（り災の証明等、別途要件があります）。 

(2)公園集会所の整備の場合は、区役所へお申し出をいただく前に、みどり環境局公園緑地

管理課及び土木事務所と調整が必要になります。 

(3)自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（LED 照明器具や省エネエアコンなどの整備導

入における補助制度）とは別事業になります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

市民局地域活動推進課 
担当 栗田、石栗 
電話 045-671-2317 /FAX 045-664-0734 
メール sh-jichikai@city.yokohama.lg.jp 



 

 

 

自治会町内会活動や共助による減災に向けた取組の拠点となる、自治会町内会館の整備に対

する補助制度や融資制度の概要について、ご案内します。自治会町内会館脱炭素化推進事業補

助金とは異なる制度ですのでご注意ください。 
   

 補助制度について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 
  
１ 補助対象 

  次の全ての項目に該当するときに、自治会町内会館の整備に対する補助を利用することが 

できます。ただし、この補助制度で補助を受けた自治会町内会は、補助を受けてから５年間 

は、特別な理由がある場合を除き、補助申請することはできません。（修繕を除く） 
   
 (1) 自治会町内会が所有、整備、運営及び利用する施設である 

 (2) 地域住民の福祉向上、連帯の増進に寄与する施設である 

 (3) 会議及び集会に必要な施設を備えている 

 (4) 建築基準法その他の法令に適合している 

 (5) 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定がある 

 (6) 会館の利用規約等が整備されている 

 (7) 補助を受けた会館が他にない 

 (8) 会館整備費補助要綱に定める業者数以上の市内事業者(※１)による入札又は見積合わせ

で最も安価な金額を提示した事業者を選定している（事業者は建設業の許可が必要です。

(※２)） 

(9) 補助対象経費が 100 万円以上の整備である 
 

※１ 市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。店舗や事務所等だけが市内にあっても 

該当しませんので、ご注意ください。 

具体的には、次のいずれかに該当する事業者です。 
 

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者 

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所）の所在地が市内で登記している者 

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体 
 
   ※２ 申請時に、建設業の許可通知書の写しの提出が必要です。 
 
２ 補助内容 

整備の種類 補助率 補助限度額 内 容 

新築・購入 2 分の 1 1 ㎡当たり

125,000 円 

かつ 

1,500 万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の 

全部を撤去して新たに建物を建築すること 

 

 特殊基礎工事費 2 分の 1  300 万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置工事費 2 分の 1  300 万円 エレベーター設置に伴う工事費 

増築 2 分の 1  630 万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2 分の 1  380 万円 耐震診断（※）に基づいて行う工事 

（※）会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断 

修繕 2 分の 1  250 万円 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模

様替え等のために行う工事（機器及び器具の購入

のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった 

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。 

自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内 令和７年４月 

                        

 



 

〇新築等で特殊基礎工事を施工する場合、補助限度額とは別に、300 万円を限度に特殊基礎工事に要する

経費の２分の１を補助します。なお、特殊基礎工事については地質データなどによる審査を行います。 

〇新築、増築、修繕で外構工事を施行する場合に、整備の種類ごとの補助限度額内で、100 万円を限度

に外構工事に要する経費の 2 分の 1 を補助します。（新築・購入の場合、1 ㎡当たりの補助限度額とは

別に補助します。） 

〇新築、耐震補強工事及び 250 万円を超える増築については、審査委員会による整備費用の内容審査を

行います。 

（自治会町内会が整備する公園集会所について補助を受けるには、別途要件があります。詳細は各区役所

地域振興課にお問合せください。） 

 
３ 申請手続 

会館整備の計画については、お早めにご相談ください。 

会館整備に関する相談先及び申請書の提出先は、各区役所地域振興課です。 
 
(1) 整備予定時期の前年度の夏頃までに、事前の申出が必要です。令和８年度の会館整備に

ついては、令和７年７月７日（月）までに、各区役所地域振興課に事前の申出をお願いしま

す。 

   横浜市の予算確定後、整備年度になりましたら補助申請を行い、必ずその年度内に工事

完了検査を受けていただきます。 

 (2) 補助申請は、会の総意を証する総会の議事録・工事設計書等の必要書類を添付し、工事 

請負契約前又は売買契約締結前に、自治会町内会の代表者の方が手続きを行ってください。 

 (3) 申請された内容について審査し、補助決定を行います。 

なお、補助申請時に申請された内容に含まれていない費用については、原則として補助

の対象となりません。補助申請後にやむをえず工事内容に変更が生じた場合は、必ず変更
部分の工事の着工前にご相談ください。 

※変更部分の費用については、補助の対象とならない場合があります。 
 
４ 補助金の支払い 

工事完了後、現地にて立会い検査（完了検査）を行います。その完了検査結果に基づき所

定の手続きを行い、工事請負業者への代金支払い後、補助金の支払いを行います。 
なお、工事請負業者への支払いよりも前に補助金を受領する必要がある場合には、前金払

いを選択することができます。交付申請の際にお申し出ください。 

 

５ その他 
 (1) 区分所有者が管理する集会施設の整備 

自治会町内会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同じであり、かつ、自治会町内会が使

用する施設で、自治会町内会が整備費を負担する場合に限り補助対象とします。 

 (2) 他の自治会町内会と合同で整備する場合は、新築・購入の場合に限り、それぞれの団体

に補助限度額を適用します。 

 (3) 土地付き建物の購入は、建物部分の費用のみが補助対象となります。 

 (4) 自然災害等による緊急修繕には一定の要件がありますので、必ずご相談ください。この
場合、整備予定時期の前年度７月頃までに求めている、事前の申出は不要です。 

 

６ 補助金の返還 
次のようなときは、補助金を返還していただきます。 

 (1) 詐欺その他不正な手続きにより補助金を受けたとき 

 (2) 補助金交付の条件に違反したとき 

 (3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換または担保に供しようとするとき 

(4) 補助金を受け、整備した建物を会館整備費補助要綱で定める「財産の処分制限期間（※注）」 

  内に処分（解体等）するとき 

 (5) その他補助要綱に違反したとき 



 

 

※注 会館整備費補助要綱で定める財産の処分制限期間は次のとおりです。 

◎ 整備内容が新築、購入、増築及び耐震補強工事のもの 
ア 鉄筋コンクリート造の場合・・・50 年   
イ 鉄骨造の場合・・・・・・・・・30 年 
ウ 木造の場合・・・・・・・・・・24 年 

◎ 整備内容が修繕のもの・・・・・・・建物の構造に関係なく 10 年 
 

 

 融資制度について         ＜お問い合わせ先：お近くの取扱金融機関＞ 

横浜市との協定に基づき民間金融機関が融資を実施します。なお、申込にあたっては総会

の議決が必要な書類もありますので、融資の利用を計画される場合は、融資内容・申込手続

等の詳細について、お早めにこの融資を取り扱っている金融機関にご相談ください。 

 

１ 融資を実施する金融機関（取扱金融機関） 

  株式会社横浜銀行、横浜信用金庫、株式会社神奈川銀行 

  ※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。 

   公園集会所の場合、購入は除きます。 

  ※横浜市の会館整備費補助要綱に基づく補助の決定を受けた会館が対象となり、 

返済期間は 10 年以内です。 

 

２ 申込資格 

融資を受けようとする自治会町内会は、次の要件を満たすことが必要です。 

 (1) 法人格を有する自治会町内会であること（下記「自治会町内会の法人化」参照） 

 (2) 自治会町内会が償還金及び利子の支払い能力があること 

 

３ 融資対象の除外 

  他の金融機関からの借換えを目的とするもの 

 

４ 申込人 

法人化した自治会町内会の代表者が、取扱金融機関に対して行います。 

なお、融資の申込は、自治会町内会が会館に対する市の補助決定を受けた後に行います。 

 

５ 連帯保証人・担保  

 (1)  原則、自治会町内会の代表者１人を連帯保証人とします。ただし、代表者以外の役員等

の自発的な意思に基づく申し出がある場合は、この限りでありません。 

(2) 担保は不要です。 

 

※整備の種類により、融資限度額が異なりますので、詳細は金融機関にお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 自治会町内会の法人化         ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

自治会町内会館の不動産登記は、団体名義ではなく、役員の個人名などで登記することに

なります。 

団体名義で不動産登記するには自治会町内会の法人化（法人格の取得）が必要です。法人

化には、会の規約や構成員名簿の作成など地方自治法に基づく手続が必要ですので、事前に

ご相談ください。 

 

 会館用地について           ＜お問い合わせ先：区役所地域振興課＞ 

横浜市では、利用計画がないなどの一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない 

自治会町内会に有償で貸付を行っています。 

貸付を希望される場合は、総会の議決等による自治会町内会の意思決定の書類・建設計画・ 

資金計画の概要などを提出していただき、貸付の適否を判断します。 

 民有地・市有地にも適地がない場合、公園面積が 5,000 ㎡以上であることなど、一定の条件

のもとで公園内に「公園集会所」として設置が認められることがあります。 

 

 区役所地域振興課 連絡先一覧 
 

区役所 電話番号 区役所 電話番号 

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１ 

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４ 

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２ 

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１ 

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１ 

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１２ 

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１ 

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１ 

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１ 
 

 横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 

 
 

 

 横浜市ホームページでもご案内しています。 

 
 横浜市 町内会館 検索 



西区の民生委員・児童委員、主任児童委員の

活動の様子を紹介するパネル展を行います。

よこはまミンジー・にしまろちゃんの

缶バッジをプレゼント！

問合せ先
西区役所 福祉保健課 運営企画係
電話：045-３２０－８４３６ ＦＡＸ：045-３２４－３７０３

西区のマスコットキャラクター

缶バッジイメージ

民生委員・児童委員

５月12日(月)～16日(金)

10時～15時

西区役所 １階 区民ホール

期間

時間

場所

横浜市版民生委員・児童委員キャラクター

よこはまミンジー

写真をお持ちいただいた方には

オリジナル缶バッジ（約４cm）をお作りします！

活動紹介パネル展活動紹介パネル展

01111277
テキストボックス
ポスター１
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